
入
会
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

〜
登
別
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
〜

日
時
　
５
月
13
日
㈭
・
26
日
㈬
９
時

30
分

場
所
　
登
別
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
事
務
所
（
千
歳
町
４
丁
目
５

－

90
　
ラ
ポ
ー
ル
西
尾
１
階
）

対
象
　
60
歳
以
上
の
方

持
ち
物
　
筆
記
用
具

※

当
日
、
直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

問
　
登
別
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
（
☎
88
０
８
８
０
）

ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習

日
時
　
６
月
３
日
㈭
・
４
日
㈮
　
９

時
〜
17
時

場
所
　
室
蘭
市
中
小
企
業
セ
ン
タ
ー

　
（
室
蘭
市
東
町
４
丁
目
29

－
1
）

定
員
　
20
人
（
申
し
込
み
順
）

料
金
　
１
万
５
千
400
円
（
テ
キ
ス
ト

代
は
別
途
）

申
込
期
限
　
５
月
24
日
㈪

※

詳
し
く
は
、
日
本
ボ
イ
ラ
協
会
北

海
道
支
部
室
蘭
地

　
区
支
部
の
ウ
ェ
ブ

　
サ
イ
ト
を
ご
覧
く

　
だ
さ
い
。

問
　
同
支
部
（
☎
43
５
６
９
６
）

くらしのガイド
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後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ

　保険料額は、被保険者全員が負担する『均等割』の額と、前年の所得に応じて負担する
『所得割』の額の合計で計算します。

※所得とは、前年の収入から必要経費の額（公的年金等控除額や給与所得控除額など）を引いたものです。
※１年間の保険料上限額は64万円です。
※年度途中で加入した場合は、加入した月からの月割で計算します。

　『給与所得者等』とは、
次のいずれかに当てはま
る方です。
①給与等の収入金額が55
万円を超える方
②65歳未満の方で、公的
年金の収入金額が60万
円を超える方
③65歳以上の方で、公的
年金の収入金額が125
万円を超える方

令和３年度の保険料の計算方法をお知らせします

問い合わせ　後期高齢者医療広域連合（☎011-290-5601）
　　　　　　年金・長寿医療グループ（☎85２１３７）

令和２年度令和２年度 令和３年度令和３年度
均等割の軽減割合を見直しました

均等割
52,048円

所得割
（令和２年中の所得－最大43万円）×10.98㌫

１年間の
保険料

７割軽減７割軽減

7.75割軽減7.75割軽減

５割軽減

２割軽減

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

問い合わせ

33万円（かつ、被保険
者全員が所得０円）
※年金収入のみの場合、
受給額80万円以下。

33万円

33万円＋（28万5千円
×世帯の被保険者数）

33万円＋（52万円×世
帯の被保険者数）

７割軽減７割軽減

５割軽減

２割軽減

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合
43万円+10万円×(給
与所得者等の数－1)

43万円＋（28万5千円
×世帯の被保険者数）
+10万円×(給与所得
者等の数－1)

43万円＋（52万円×世
帯の被保険者数）+10
万円×(給与所得者等
の数－1)


